
令和２年９月４日 

保護者の皆様  

                                 清瀬市教育部長 渡辺 研二 

清瀬市立清瀬第十小学校 校長 大谷 憲司  

 

今後の新型コロナウイルス感染症対策について 

～ 感染等が判明した場合の対応 ～ 
 
日頃より本市・本校の教育活動に御理解、御協力をいただきありがとうございます。 

令和２年８月２４日（月）から２学期が始まり、子供たちは感染拡大防止を意識しながら、一生懸命

学習に取り組んでいます。保護者の皆様の御理解、御協力に改めて感謝申し上げます。 

さて、清瀬市新型コロナウイルス感染症対策本部にて学校教育にかかわる感染者発生時の公表方針が

決定したことを受け、学校での新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策が以下のとおり決まりました

のでお知らせいたします。保護者の皆様へのお願いとともに、教育委員会及び学校の対応の方向性につ

きまして、御理解、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ お子様及び御家族が濃厚接触者と特定された場合、また、PCR検査を受ける日が確定した場合 

・速やかに学校（校長）まで御連絡ください。またお子様に、発熱等の風邪症状や腹痛、下痢など

胃腸炎が見られる場合は、無理をせず自宅で休養させてください。なお、学童やまなべー、放課

後等デイサービスなどの御利用もお控えください。 

  ・お子様が濃厚接触者と特定された場合は、感染がないと確認できるまで出席停止となります。不

要不急の外出をお控えください。 

  ・学校生活の様子など、保健所からのききとり調査が行われますので御協力ください。 
 

２ お子様が在籍する学校の児童・生徒・教職員に陽性者がでた場合 
 

教育委員会・学校の対応 御家庭へのお願い 

・必要に応じて、翌日から 1 週間程度（濃厚接

触者の特定及び消毒作業が終了されるまで）、

在籍校における全ての学年、学級を臨時休業

といたします。 

・臨時休業期間は、濃厚接触者の有無や保健所

の助言等を踏まえて、短縮・延長する場合があ

ります。 

・公表につきましては、「校種（小・中学校）」

「感染確定日」「公衆衛生上の対策（臨時休業

期間、消毒について、濃厚接触者特定に向けた

対応など）」のみ、市ホームページに掲載いた

します。人権及び、個人情報の取り扱いに最大

限配慮してまいります。 

・差別・偏見・いじめなどの対象とならないよ

う、対応してまいります。 

・濃厚接触者が特定されるまで、在籍校の全ての

お子様について、外出を控えいただくとともに、

学童やまなべー、放課後等デイサービスなどの

御利用もお控えください。 

・お子様が濃厚接触者と特定された場合、連絡先 

等を保健所の要請に従い、情報提供させていた

だくことがあります。その場合は、事前に確認 

させていただきます。 

・保健所による学校内における活動や接触者等の 

調査に御協力いただきますよう、よろしくお願 

い申し上げます。 

 

３ 学校への連絡について 

  個人情報に配慮する必要があることから、「新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガ

イドライン【清瀬市立学校版】」に従い、校長（不在の場合は副校長）に御連絡ください。 

※ガイドラインについては清瀬市教育委員会ホームページ 

http://www.kiyose.ed.jp/030/130/2020/COVID-19/20200812173020.html を御覧ください。 

                          

                        【連絡先】 

                              清瀬市立清瀬第十小学校     

校 長 大谷 憲司 

                                  副校長 高橋 浩一 

電話番号：４９３－４３１０ 
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